
 

 
 『インボイスの登録をしたが、申告の仕方も記帳のことも、わからないので、民

商に来た。』と入会者を迎えています。事務所には 10月からのインボイス登録後の

アポが増えています。10月から更なる景気の落ち込みが見られますが、増税でなく

消費税の減税が求められています。岸田政権は末期状態の支持率の低迷ですが、国

民の声を無視し続けています。会員は、売上の値引きを言われたとか、仕事を回せ

ないといわれたなど、不利益を受けている会員もいます。登録していなくても『大

丈夫です。』と胸をはって、主張しましょう。 

ちなみに、1万円以下の取引は、インボイス番号不必要です。 

集まって、話し合い『インボイス制度にまつわる、新しい情報をゲットしましょう

。』そして支部の集まりも続いています。参加し、共に闘いましょう。 
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無料法律相談は 

11月 17日(金曜日) 

午後 2時です。 

 

 

 

の申告は、悩

みの種です。 

 
青年部は全青協定期

総会向けて、5 名の部

員拡大をしました。㊤

き続き、拡大しまし

ょう。 

11月 12日は統一行動日です。 

事務所にお集まりください。 

学びを力に、2023・秋の運動を推進しまし

ょう。インボイスのことで、悩み・困って

いることあれば、お電話ください。 

公正取引委員会への苦情・告発も大事

です。 




